
                     

江戸川区 通学路安全対策に関する基本的な取組の方針 

 

■ 取組方針 

 通学路における交通安全の確保については、平成２４年度に実施した緊急合同点検に基づ

く対策の実施後においても、各地域において定期的な点検等、PDCA サイクルでの継続し

た取組を推進することが重要であるとされている。 

 そこで、関係機関の連携体制を継続して維持し、必要に応じて互いに協力して、通学路の

交通安全の確保に取り組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 連携体制 

連携体制は下図のとおりである。必要に応じて、学校関係者、交通管理者、道路管理者等

による合同点検を行い、交通安全対策を検討・実施する。 

学校関係者 

・江戸川区教育委員会事務局学務課学事係 

・各小学校 

・各校 PTA 

道路管理者 

・土木部計画調整課計画係 

・江戸川区土木部保全課 

・東京都建設局第五建設事務所 

交通管理者 

・小松川警察署交通課交通規制係 

・小岩警察署交通課交通規制係 

・葛西警察署交通課交通規制係 

Plan 

○合同点検の実施 

○対策の検討 

Check 

○対策効果の把握 

Do 

○対策の実施 

Action 

○対策の改善・充実 


